
�愛媛県規則第３９号
知事が管理する公文書の公開等に関する規則及び知事が取

り扱う個人情報の保護に関する規則の一部を改正する規則を

次のように定める。

平成１６年６月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

知事が管理する公文書の公開等に関する規則及び知事

が取り扱う個人情報の保護に関する規則の一部を改正

する規則

（知事が管理する公文書の公開等に関する規則の一部改正

）

第１条 知事が管理する公文書の公開等に関する規則（平成

１０年愛媛県規則第５６号）の一部を次のように改正する。

第４条の表２の項公開の方法の欄中「用紙」を「視聴、

用紙」に改める。

（知事が取り扱う個人情報の保護に関する規則の一部改正

）

第２条 知事が取り扱う個人情報の保護に関する規則（平成

１４年愛媛県規則第１号）の一部を次のように改正する。

第５条の表２の項開示の方法の欄中「用紙」を「視聴、

用紙」に改める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

告 示

�愛媛県告示第１３５４号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規

定により、内海村長から公有水面の埋立てにより新たに生じ

た次の土地は内海村の地域であることを確認した旨の届出が

あった。

平成１６年６月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１３５５号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、内海村長から次のとおり字の区域を変更する旨の届

出があった。

平成１６年６月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１３５６号
身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第２３条の

規定に基づき、次のとおり指定医療機関の名称を変更した旨

の届出があった。

平成１６年６月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社
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新 た に 生 じ た 土 地 の 所 在 面 積
（平方メートル）

内海村家串９０６の２、９０７、９１０、９１４から９１９まで、
１０１９から１０２１まで、１０６１から１０７２まで及び１０７７か
ら１０７９までの地先

３，３１１．２６

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

家串 内海村家串９０６の２、９０７、９１０、９１４から
９１９まで、１０１９から１０２１まで、１０６１から
１０７２まで及び１０７７から１０７９までの地先公
有水面埋立地

３，３１１．２６

名 称
変更年月日

変 更 前 変 更 後

町立宇和病院 西予市立宇和病院 平成１６年４月１日

毎週（火・金）曜日発行 第１５６８号 平成１６年６月２２日

平成１６年６月２２日火曜日 第１５６８号

愛 媛 県 報
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�愛媛県告示第１３５７号
障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３

号）第３３条の規定に基づき、障害者就業・生活支援センター

を次のとおり指定した。

平成１６年６月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 名称 社会福祉法人来島会

２ 住所 今治市登畑甲３４５番地１

３ 事務所の所在地 今治市室屋町一丁目１番地８

４ 指定をした日 平成１６年６月１１日

�������
�愛媛県告示第１３５９号
次の地籍調査の成果は、国土調査法（昭和２６年法律第１８０

号）第１９条第２項の規定に基づき国土調査の成果として認証

したから、同条第４項の規定に基づき次のとおり公告する。

平成１６年６月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 地籍調査の実施者、地域、調査期間及び成果の名称

２ 認証年月日

平成１６年６月２２日

�������
�愛媛県告示第１３６０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の３第１項の

規定により、今治市から協議のあった土地改良事業（ほ場整

備及び暗渠排水事業・野間北地区）の計画の変更に平成１６年

５月２６日同意した。

平成１６年６月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３５８号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第

３項において準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び

松山地方局産業経済部商工労政課並びに松山市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成１６年６月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有

する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産業

経済部商工労政課並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１３６１号
家畜改良増殖法（昭和２５年法律第２０９号）第１８条及び第３２条の規定により、家畜人工授精師の免許証を次のとおり交付した

。

平成１６年６月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

マルヨシセンター山越
店

松山市山越三丁目７７
２番地外

大規模小売店舗において小
売業を行う者の閉店時刻 午後１０時 午後１２時 平成１６年

７月１日
平成１６年
６月１日

来客が駐車場を利用するこ
とができる時間帯

午前８時４５分から
午後１０時１５分まで

午前８時４５分から
午前０時１５分まで

実施者 地 域 調 査 期 間 成果の名称

川内町 大字松瀬川
の一部

平成１４年度から
平成１５年度まで

川内町の
地籍図及び地籍簿

長浜町 大字今坊の
一部

平成１４年度から
平成１５年度まで

長浜町の
地籍図及び地籍簿

愛 媛 県 報平成１６年６月２２日 第１５６８号

６６８
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�愛媛県告示第１３６２号
愛媛県林業構造改善事業費補助金交付規程（昭和４０年１１月

愛媛県告示第１０３７号）の一部を次のように改正し、告示の日

から施行し、平成１６年度分の補助金から適用する。

平成１６年６月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

第２条中「別表第６」を「別表第５」に改める。

第４条第１項及び第５条中「別表第５」を「別表第４」に

改める。

別表第１林業・木材産業構造改革推進事業の部２の項経費

の欄中「一部事務組合」を「地方公共団体の組合」に、「、

木材産業構造改革事業計画又は地域林業経営集約化型林業構

造改善事業計画」を「又は木材産業構造改革事業計画」に改

め、同項経費の配分の変更の欄２及び同項事業の内容の変更

の欄中「別表第６」を「別表第５」に改める。

別表第２林業経営構造対策事業の部１の項�補助率の欄イ
及び別表第３木材産業構造改革事業の部１の項�補助率の欄
イ中「別表第６」を「別表第５」に改める。

別表第５を削り、別表第６一の表林業経営構造対策型・地

域林業経営集約化型の部事業区分の欄中「・地域林業経営集

約化型」を削り、別表第６五の表を削り、別表第６を別表第

５とする。

�������
�愛媛県告示第１３６３号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定

により、次のように保安林の指定を解除する。

平成１６年６月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除に係る保安林の所在場所

西予市三瓶町皆江字コゴウラ１６２の１５

２ 保安林として指定された目的

魚つき

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第１３６４号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年

法律第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成１６年６月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 保安林予定森林の所在場所

新居浜市大永山字土ノ峠３５７の９、３５７の１０、３５７の

１３、大生院字松竹４３７７の２、４３７７の３、字障子畑４４３９の

２

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

２� 保安林予定森林の所在場所

東予市実報寺乙４９の２、乙５０の３、乙５６の３、乙１２９

の１、乙１２９の２

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

３� 保安林予定森林の所在場所

北条市横谷字子ゴロ中谷丁１３１の１

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁並

びに関係市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１３６５号
林業種苗法（昭和４５年法律第８９号）第１３条第１項の規定に

基づき、次のように生産事業者の登録変更の届出があった。

平成１６年６月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更に係る事項

生産事業者中山町森林組合に係る次の事項

生産事業者の名称・事業所の名称

免 許
番 号

免 許
年 月 日

家 畜
の

種 類
免 許
資 格 本 籍 地 現 住 所 氏 名

生 年 月 日

第１７８６号 平成１６年６月２２日 牛 家畜人工授精
の業務 愛 媛 県 西予市野村町阿下５号９３７番地２ 金 藤 牧 子

昭和５３年１２月２９日

愛 媛 県 報平成１６年６月２２日 第１５６８号

６６９
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生産事業の内容

生産事業に係る種苗の採取又は育成の場所

２ 変更の内容

生産事業者の名称・事業所の名称

変更前：中山町森林組合

変更後：伊予森林組合

生産事業の内容

変更前：種穂 採取

苗木 幼苗の育成、幼苗以外の苗木育成

変更後：苗木 幼苗の育成、幼苗以外の苗木育成

生産事業に係る種苗の採取又は育成の場所

変更前：種穂 伊予郡中山町

苗木 伊予郡中山町大字中山町

変更後：苗木 伊予郡中山町大字中山町

温泉郡川内町大字南方

�������
�愛媛県告示第１３６７号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、津島町役場にお

いて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧するこ

とができる。

平成１６年６月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

津島町

北宇和郡津島町岩松甲４７１番地

代表者 町長 曽根貞義

北宇和郡津島町大字上畑地甲６０４番地

２ 埋立区域

� 位置

北宇和郡津島町北灘字真烏山第１２号５５番３地先から同

町北灘字元ノ浦丁１３４１番地先までの公有水面

� 区域

次の１’点から１９’点までを順次直線で結んだ線並び

に１９’点と１’点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ

．Ｌ．＋２．２５メートル）の陸と公有水面の接する線によ

り囲まれた区域

基点（北宇和郡津島町北灘字真烏山第１２号５５番３地先

に設置の金属鋲）は、北緯３３度０７分１６秒、東経１３２度２８

分２２秒の地点

１’点は、基点から真北４度３５分００秒２．１０メートルの

地点

２’点は、１’点から真北４度３５分００秒２．９０メートル

の地点

３’点は、２’点から真北２７４度４１分０２秒１０．３５メー

トルの地点

４’点は、３’点から真北２７４度３２分５７秒４．６６メート

ルの地点

５’点は、４’点から真北２７３度５７分４９秒９．６９メート

ルの地点

６’点は、５’点から真北２７３度２０分５９秒５．３６メート

ルの地点

７’点は、６’点から真北２７２度４５分５２秒８．９９メート

ルの地点

８’点は、７’点から真北２７２度２８分３０秒２９．６８メー

トルの地点

９’点は、８’点から真北２７１度４７分２５秒５．０９メート

ルの地点

１０’点は、９’点から真北２７０度０８分３２秒５．７７メート

ルの地点

１１’点は、１０’点から真北２６８度３０分２９秒５．７９メート

ルの地点

１２’点は、１１’点から真北２６６度５１分３４秒５．０７メート

ルの地点

１３’点は、１２’点から真北２６６度１１分１４秒２４．９５メー

トルの地点

１４’点は、１３’点から真北２６８度５７分３９秒４．４８メート

ルの地点

１５’点は、１４’点から真北２７４度１５分３１秒４．５１メート

ルの地点

１６’点は、１５’点から真北２７９度４８分３８秒４．４８メート

ルの地点

１７’点は、１６’点から真北２８５度１４分０８秒４．５１メート

ルの地点

１８’点は、１７’点から真北２８７度５１分４０秒６．０５メート

ルの地点

１９’点は、１８’点から真北１９７度５７分２２秒４．００メート

�愛媛県告示第１３６６号
林業種苗法（昭和４５年法律第８９号）第１４条第１項の規定に基づき、次の生産事業者の登録は、失効した。

平成１６年６月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

登録
番号

生産事業者の氏名又は名称及び住所 生 産 事 業 の 内 容 事 業 所 の 名 称 及 び 所 在 地

氏 名 又 は 名 称 住 所 種 穂 苗 木 名 称 所 在 地

３９ 伊予市森林組合 伊予市大平甲１０５７番地 １ 幼苗の育成
２ 幼苗以外の苗木育成 伊予市森林組合 伊予市大平

４０ 双海町森林組合 伊予郡双海町大字大久
保甲４０番地

１ 幼苗の育成
２ 幼苗以外の苗木育成 双海町森林組合 伊予郡双海町大字大

久保
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ルの地点

� 面積

４０４．６９平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

昭和６２年１月９日 愛媛県指令６１河第９５３号

４ しゅん功認可年月日

平成１６年６月２２日

�������
�愛媛県告示第１３６８号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、津島町役場にお

いて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧するこ

とができる。

平成１６年６月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

津島町

北宇和郡津島町岩松甲４７１番地

代表者 町長 曽根貞義

北宇和郡津島町大字上畑地甲６０４番地

２ 埋立区域

� 位置

北宇和郡津島町北灘字真烏山第１２号５５番３の地先公有

水面

� 区域

次の１点から１８点までを順次直線で結んだ線並びに１８

点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋

２．２５メートル）の陸と公有水面の接する線、Ａ点からＧ

点までを順次直線で結んだ線並びにＧ点とＡ点を結ぶ春

分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋２．２５メートル）の

陸と公有水面の接する線によりそれぞれ囲まれた区域

Ａ工区

基点（北宇和郡津島町北灘字真烏山第１２号５５番３地先

に設置の金属鋲）は、北緯３３度０７分１４秒、東経１３２度２８

分２０秒の地点

１点は、基点から真北１１８度３５分００秒２．７２メートルの

地点

２点は、１点から真北１１８度３５分００秒２．３３メートルの

地点

３点は、２点から真北２８度３５分００秒９．７８メートルの地

点

４点は、３点から真北２９度５６分２９秒８．９２メートルの地

点

５点は、４点から真北３２度２７分５３秒８．９２メートルの地

点

６点は、５点から真北３３度５１分１８秒２３．７１メートルの

地点

７点は、６点から真北３５度３７分１１秒８．２８メートルの地

点

８点は、７点から真北３８度５７分１１秒６．５５メートルの地

点

９点は、８点から真北４２度１１分１８秒８．１６メートルの地

点

１０点は、９点から真北４５度３０分２２秒６．６７メートルの地

点

１１点は、１０点から真北４７度０３分２２秒４８．２０メートルの

地点

１２点は、１１点から真北４７度０９分４５秒８．０９メートルの地

点

１３点は、１２点から真北４５度０３分４７秒４．６４メートルの地

点

１４点は、１３点から真北４０度３８分０７秒４．６４メートルの地

点

１５点は、１４点から真北３６度２７分１８秒４．６４メートルの地

点

１６点は、１５点から真北３２度０１分３８秒４．６４メートルの地

点

１７点は、１６点から真北２２度２３分５７秒５．９３メートルの地

点

１８点は、１７点から真北７度０９分１２秒２．３５メートルの地

点

Ｂ工区

Ａ点（北宇和郡津島町北灘字真烏山第１２号５５番３地先

に設置の金属鋲）は、北緯３３度０７分１７秒、東経１３２度２８

分２１秒の地点

Ｂ点は、Ａ点から真北２９９度１０分００秒２．７５メートルの

地点

Ｃ点は、Ｂ点から真北２９０度３１分４６秒３．２５メートルの

地点

Ｄ点は、Ｃ点から真北２８７度１７分５６秒３．４４メートルの

地点

Ｅ点は、Ｄ点から真北２７９度５７分５４秒３．４５メートルの

地点

Ｆ点は、Ｅ点から真北２７６度２８分２２秒８．７４メートルの

地点

Ｇ点は、Ｆ点から真北１８６度３２分２９秒２．９０メートルの

地点

� 面積

５３６．０７平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

昭和６１年１月１１日 愛媛県指令６０河第９２２号

４ しゅん功認可年月日

平成１６年６月２２日

�������
�愛媛県告示第１３６９号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、津島町役場にお

いて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧するこ

とができる。

平成１６年６月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

津島町

北宇和郡津島町岩松甲４７１番地

代表者 津島町長 曽根 貞義

北宇和郡津島町大字上畑地甲６０４番地

２ 埋立区域

� 位置

北宇和郡津島町須下字水ヶ浦７０２番８から同４５９番３

までの地先公有水面

� 区域

次の１点から１３点までを順次直線で結んだ線並びに１３

点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋

２．２５メートル）の陸と公有水面との接する線により囲ま

れた区域

基点（北宇和郡津島町須下字水ヶ浦７０２番８地内の赤

碆物揚場に設置された金属鋲）は、北緯３３度４分６秒、

東経１３２度２４分４８秒の地点

１点は、基点から真北２４６度１１分１８秒６７．７９メートル

の地点

２点は、１点から真北１８６度１５分４９秒０．６６メートルの

地点

３点は、２点から真北２７６度１３分１９秒３．１０メートルの

地点

４点は、３点から真北１８６度１３分１７秒５２．３５メートル

の地点

５点は、４点から真北９６度１６分５０秒１．２７メートルの地

点

６点は、５点から真北１７８度３分１０秒０．５０メートルの

地点

７点は、６点から真北２５９度５６分４２秒１．２７メートルの

地点

８点は、７点から真北１６９度５６分３秒３９．０２メートル

の地点

９点は、８点から真北７９度５３分３６秒２．２５メートルの地

点

１０点は、９点から真北１５１度５０分４８秒０．５０メートルの

地点

１１点は、１０点から真北２２４度２５分３０秒２．２５メートルの

地点

１２点は、１１点から真北１３４度２３分２０秒４７．０１メートル

の地点

１３点は、１２点から真北２２４度２２分４秒１．４１メートルの

地点

� 面積

１，０８１．７２平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成１５年３月３日 愛媛県指令港第２８号

４ しゅん功認可年月日

平成１６年６月２２日

�愛媛県告示第１３７０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年６月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３７１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年６月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ４４１号
西予市野村町松渓１号１５６７番２から

同町鳥鹿野６３１番まで

旧 ７．１～１７．５ ０．１６２

新 １１．９～１８．７ ０．１６０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ４４１号
西予市野村町松渓１号１５６７番２から

同町鳥鹿野６３１番まで
平成１６年６月２２日

〃 〃
西予市野村町旭３１番２から

同町旭１５３番２まで
〃
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公 告
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選挙管理委員会告示

�愛媛県選挙管理委員会告示第５１号
公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）第５５条第２項及

び第４項第２号（他の法令において準用され、又は例による

こととされている場合を含む。）の規定により、次の施設を

不在者投票のできる施設として指定した。

平成１６年６月２２日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

�������
�愛媛県選挙管理委員会告示第５２号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２編第５章及び地方

教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２

号）第８条第１項の規定による直接請求の要件となるべき選

挙権を有する者の数は、次のとおりである。

�愛媛県告示第１３７２号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１６年６月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があ

ったので、同条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１６年６月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があ

ったので、同条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１６年６月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１６松局伊土検（開）第１１号

平成１６年６月９日
伊予郡松前町大字大間字南天王２３４番１

伊予郡松前町大字大間２３５番地
ヤマキフーズ株式会社
代表取締役 城 戸 章 一

１６松局伊土検（開）第１２号

平成１６年６月９日
伊予市上吾川字六反甲１９５３番２

伊予市上吾川１９８６番地
岡 本 明

１６西局建（開）第３号

平成１６年６月１０日
西条市神拝字局乙１２７番８、乙１２７番２０、乙１２７番２２及び乙１２７番２３

岡山県倉敷市児島宇野津１５０６番地
藤 田 吉 伸

松山市桑原二丁目１２番３６号
檜 垣 守 利

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１６年６月１１日 ＮＰＯ法人
未来サポートネット 池 内 由紀子 愛媛県周桑郡小松町大字南川甲

２３６番地１
この法人は、すべての子どもたちが生き生
きと成長し、自立した社会人として心豊か
に暮らせる地域社会を作っていくことを目
指し、親子への子育てサポートや支援事業
を通して、教育環境を主とした地域コミュ
ニティの再生とネットワーク化の実現に寄
与することを目的とする。

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１６年６月１４日 特定非営利活動法人
日本さくら交流協会 山 口 聰 愛媛県松山市内宮町甲１６番地５ この法人は、戦争やテロのない平和な社会

を願い、日本国内及び世界各国の人々に対
して、桜の苗木を贈る事業や植樹事業を行
い公益に寄与することを目的とする。

施設の種類 施設の名称 所 在 地

病 院
医療法人沖縄徳
洲会
宇和島徳洲会病
院

宇和島市住吉町２－６－２４
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雑 報

平成１６年６月２２日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

１ 直接請求（県議会議員の解職請求を除く。）の要件とな

るべき選挙権を有する者の数

� 選挙権を有する者の総数 １，２１３，８９３

� 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ２４，２７８

� ４０万を超える数に６分の１を乗じて得た数と４０万に３

分の１を乗じて得た数とを合算して得た数 ２６８，９８３

２ 県議会議員の解職請求の要件となるべき選挙権を有する

者の数

�裁決手続開始の決定の公告
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４５条の２の規定により、平成１６年６月８日次のとおり裁決手続開始の決定をしたの

で公告する。

平成１６年６月２２日

愛媛県収用委員会

会長 矢 野 隆 三

１ 起業者の名称

国土交通大臣

２ 事業の種類

一般国道３３号改築工事（三坂道路・愛媛県上浮穴郡久万町大字東明神地内から同県松山市久谷町地内まで）並びにこれに

伴う市道及び町道付替工事並びにこれらに伴う附帯工事

３ 収用の裁決手続の開始を決定した不動産の表示等

（別記）

選 挙 区 別 選挙権を有する者
の総数

同左の３分の１の
数

松 山 市 ３８１，３５９ １２７，１２０

今 治 市 ９５，０５９ ３１，６８７

宇 和 島 市 ４９，５９３ １６，５３１

八 幡 浜 市 ２６，４６１ ８，８２１

新 居 浜 市 １０３，６６６ ３４，５５６

西 条 市 ４７，１７２ １５，７２４

大 洲 市 ３０，８７３ １０，２９１

伊 予 市 ２４，７９２ ８，２６４

北 条 市 ２３，７９１ ７，９３１

東 予 市 ２７，０８２ ９，０２８

四 国 中 央 市 ７６，９８５ ２５，６６２

西 予 市 ３９，０５６ １３，０１９

周 桑 郡 １９，４９１ ６，４９７

越 智 郡 ５９，１０４ １９，７０２

温 泉 郡 ３３，０８０ １１，０２７

上 浮 穴 郡 １３，２９１ ４，４３１

伊 予 郡 ５１，９３７ １７，３１３

喜 多 郡 ２５，２６７ ８，４２３

西 宇 和 郡 １９，９８２ ６，６６１

北 宇 和 郡 ４２，１１４ １４，０３８

南 宇 和 郡 ２３，７３８ ７，９１３

不 動 産 （ 土 地 ） の 表 示 等
土 地 所 有 者

住 所 氏 名

所 有 権 以 外 の

権 利 の 表 示
関 係 人

住 所 氏 名所 在 地 番
地 目 面 積

公 簿現 況 公 簿
��

実 測
��

収用しようとす
る土地の実測��

受付年月日
受 付 番 号 種 類

愛媛県松山
市久谷町 乙１６６番３ 山林 山林 ４０９２，５９７．８７ １，７３３．０７別記記載のとおり ──── ──── ──────

持 分 住 所 氏 名

１６分の１ 愛媛県松山市久谷町２２４３番地 � 橋 直 重

１６分の１ 愛媛県松山市北井門町４１８番地１５ 杉 野 和 弘

１６分の１ 愛媛県松山市久谷町２２１８番地 杉 野 昭 一

１６分の１ 愛媛県松山市久谷町２１９６番地 嶋 津 守

１６分の１ 愛媛県松山市久谷町乙１２２２番地 杉 野 秀 夫
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�裁決手続開始の決定の公告
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４５条の２の規定により、平成１６年６月８日次のとおり裁決手続開始の決定をしたの

で公告する。

平成１６年６月２２日

愛媛県収用委員会

会長 矢 野 隆 三

１ 起業者の名称

国土交通大臣

２ 事業の種類

一般国道３３号改築工事（三坂道路・愛媛県上浮穴郡久万町大字東明神地内から同県松山市久谷町地内まで）並びにこれに

伴う市道及び町道付替工事並びにこれらに伴う附帯工事

３ 収用及び使用の裁決手続の開始を決定した不動産の表示等

（別記）

１６分の１ 愛媛県松山市久谷町２２４４番地 � 橋 � 政

１６分の１ 愛媛県松山市久谷町２２４４番地 高 橋 正 夫

１６分の１ 愛媛県松山市久谷町２２０８番地 棟 田 良 雄

３５２分の１ 大阪府大阪市此花区伝法三丁目１０番１８号 森 田 令 子

１７６分の１ 愛媛県松山市高木町２７２番地 門 屋 純 一

１７６分の１ 大阪府堺市協和町５丁４８１番地 塩穴団地１棟３０８号 門 屋 美貴雄

１，０５６分の１７ 愛媛県松山市宮西二丁目４番４１号 藤 村 弥 生

１，０５６分の１７ 北海道河東郡鹿追町東町二丁目６番地２７ 武 智 富士夫

１，０５６分の１７ 愛媛県松山市窪野町甲１２７１番地 中 川 悦 子

１６分の１ 愛媛県松山市久谷町甲２２５２番地 武 智 正 志

１６分の１ 愛媛県松山市久谷町２１９６番地 佐 野 政 民

１６分の１ 愛媛県松山市久谷町２２４８番地第２ 川 井 進

１６分の１ 愛媛県松山市久谷町２２１２番地 川 井 康 明

１６分の１ 愛媛県松山市久谷町２２０５番地 川 井 秀 一

１６分の１ 愛媛県松山市久谷町２２４７番地 三 好 キヨカ

１６分の１ 愛媛県松山市久谷町２２４６番地 三 好 � 雄

収用使用

の区分

不 動 産 （ 土 地 ） の 表 示 等
土 地 所 有 者

住 所 氏 名

所 有 権 以 外 の
権 利 の 表 示 関 係 人

住 所 氏 名所 在 地 番
地 目 面 積

公 簿 現 況 公 簿
��

実 測
��

収用及び使用しよう
とする土地の実測��

受付年月日
受 付 番 号 種 類

収 用
愛媛県伊
予郡砥部
町大平

５６９番 山林 山林 ３３８３３１．５９ ２１２．８６ 伊予郡砥部町大平１６２番地
河野 重明

大正１５年
４月２４日
第１１０７号

抵当権
不明
ただし、亡工藤市太郎相続人
（ただし、判明している相続人
は別記のとおり）

使 用
愛媛県伊
予郡砥部
町大平

５６９番 山林 山林 ３３８３３１．５９
８．０８ 伊予郡砥部町大平１６２番地

河野 重明
大正１５年
４月２４日
第１１０７号

抵当権
不明
ただし、亡工藤市太郎相続人
（ただし、判明している相続人
は別記のとおり）３．５７
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�裁決手続開始の決定の公告
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４５条の２の規定により、平成１６年６月８日次のとおり裁決手続開始の決定をしたの

で公告する。

平成１６年６月２２日

愛媛県収用委員会

会長 矢 野 隆 三

１ 起業者の名称

国土交通大臣

２ 事業の種類

一般国道３３号改築工事（三坂道路・愛媛県上浮穴郡久万町大字東明神地内から同県松山市久谷町地内まで）並びにこれに

伴う市道及び町道付替工事並びにこれらに伴う附帯工事

３ 収用及び使用の裁決手続の開始を決定した不動産の表示等

持 分 住 所 氏 名

不 明 大阪府大阪市西成区山王一丁目６番２６号 松 本 敏 行

不 明 福岡県福岡市城南区堤団地１４番２０４号 濱 松 智

不 明 埼玉県比企郡鳩山町楓ヶ丘四丁目６番５号 冨 永 幸 子

不 明 東京都墨田区文花一丁目２６番２４号 １０４ 松 本 敦 子

不 明 千葉県柏市柏１２８４番地の１１ 松 本 慶 子

不 明 東京都墨田区文花一丁目２６番２４号 １０４ 松 本 一 男

不 明 大阪府大阪市住吉区苅田九丁目９番４号 金 � 豊 美

不 明 三重県阿山郡阿山町大字玉瀧６４番１２２
（ただし、住民票の住所 大阪府大阪市西成区山王一丁目３番１５号） 村 井 英 記

不 明 大阪府大阪市住吉区庭井一丁目１３番４１号 澤 田 孝 美

不 明 大阪府柏原市大字太平寺８１８番地の３ 村 井 公 男

不 明 愛媛県伊予郡松前町大字浜７４７番地 楠 田 美代子

不 明 東京都八丈島八丈町三根４８７１番地 三 好 朝 子

不 明 住所不明
（ただし、住民票の住所 京都府京都市北区紫竹西野山町４４番地の５杉山マンション２０５号） 濱 松 一 郎

不 明 福岡県福岡市城南区堤団地２４番３０１号 山 田 千津子

不 明 福岡県遠賀郡遠賀町大字虫生津８４２番地の５５ 濱 松 良 吉

不 明 大阪府吹田市長野東１５番１５－２０４号 佐 古 厚 子

収用使用

の区分

不 動 産 （ 土 地 ） の 表 示 等
土 地 所 有 者

住 所 氏 名

所 有 権 以 外 の
権 利 の 表 示 関 係 人

住 所 氏 名所 在 地 番
地 目 面 積

公 簿 現 況 公 簿
��

実 測
��

収用及び使用しよう
とする土地の実測��

受付年月日
受 付 番 号 種 類

５７３番 山林 山林 １，８９０ １，８９４．１１ １６４．３４ 伊予郡砥部町大平１６２番地
河野 重明 ─── ─── ─────

５７４番 山林 山林 ３０９ ３０８．８５ １７４．３９ 伊予郡砥部町大平１６２番地
河野 重明 ─── ─── ─────

収 用
愛媛県伊
予郡砥部

５７５番 山林 山林 １，１８９ １，１８３．６７ １７４．９５ 伊予郡砥部町大平１６２番地
河野 重明 ─── ─── ─────
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�裁決手続開始の決定の公告
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４５条の２の規定により、平成１６年６月８日次のとおり裁決手続開始の決定をしたの

で公告する。

平成１６年６月２２日

愛媛県収用委員会

会長 矢 野 隆 三

１ 起業者の名称

国土交通大臣

２ 事業の種類

一般国道３３号改築工事（三坂道路・愛媛県上浮穴郡久万町大字東明神地内から同県松山市久谷町地内まで）並びにこれに

伴う市道及び町道付替工事並びにこれらに伴う附帯工事

３ 収用及び使用の裁決手続の開始を決定した不動産の表示等

（別記）

町大平
５７６番４ 山林 山林 ６１ ６１．７２ ４１．２３ 伊予郡砥部町大平１６２番地

河野 重明 ─── ─── ─────

５９９番１ 畑 畑 ４２７ ４３０．４５
１９９．０６ 伊予郡砥部町大平１６２番地

河野 重明 ─── ─── ─────
１８．９４

６０４番 畑 山林 ９，５０６ ９，５８８．４５ ２，４６０．９１ 伊予郡砥部町大平１６２番地
河野 重明 ─── ─── ─────

使 用
愛媛県伊
予郡砥部
町大平

５７３番 山林 山林 １，８９０ １，８９４．１１ １７８．８３ 伊予郡砥部町大平１６２番地
河野 重明 ─── ─── ─────

５７４番 山林 山林 ３０９ ３０８．８５
５．４６ 伊予郡砥部町大平１６２番地

河野 重明 ─── ─── ─────
３３．７３

５７５番 山林 山林 １，１８９ １，１８３．６７
５．７０ 伊予郡砥部町大平１６２番地

河野 重明 ─── ─── ─────
１４．５２

５７６番４ 山林 山林 ６１ ６１．７２
０．２５ 伊予郡砥部町大平１６２番地

河野 重明 ─── ─── ─────
１．９４

５９９番１ 畑 畑 ４２７ ４３０．４５ ７．６４ 伊予郡砥部町大平１６２番地
河野 重明 ─── ─── ─────

収用使用

の区分

不 動 産 （ 土 地 ） の 表 示 等
土 地 所 有 者

住 所 氏 名

所 有 権 以 外 の
権 利 の 表 示 関 係 人

住 所 氏 名所 在 地 番
地 目 面 積

公 簿 現 況 公 簿
��

実 測
��

収用及び使用しよう
とする土地の実測��

受付年月日
受 付 番 号 種 類

収 用
愛媛県松
山市久谷
町

乙４７１番１
又は
乙４７１番２
の全部
又は一部

山林
又は
畑

山林
１，０５７
又は
４２９

不 明 ２，０７８．０２

不明
ただし、
愛媛県松山市朝生田町一丁目１４番３９号
第７０杉フラット５０７号
平松 久則（持分１０分の５）

愛媛県松山市衣山二丁目８番１８号
タガミコーポ３０２号
上田 栄子（持分１０分の４）

愛媛県松山市朝生田町一丁目１４番３９号
第７０杉フラット５０７号
片岡 正男（持分１０分の１）

又は、
不明
ただし、土地登記簿名義人亡西岡善吉
相続人（ただし、判明している相続人
は別記のとおり）

─── ─── ────

使 用
愛媛県松
山市久谷
町

乙４７１番１
又は
乙４７１番２
の全部
又は一部

山林
又は
畑

山林
１，０５７
又は
４２９

不 明 ４３４．４０

不明
ただし、
愛媛県松山市朝生田町一丁目１４番３９号
第７０杉フラット５０７号
平松 久則（持分１０分の５）

愛媛県松山市衣山二丁目８番１８号
タガミコーポ３０２号
上田 栄子（持分１０分の４）

愛媛県松山市朝生田町一丁目１４番３９号
第７０杉フラット５０７号
片岡 正男（持分１０分の１）

又は、
不明
ただし、土地登記簿名義人亡西岡善吉
相続人（ただし、判明している相続人
は別記のとおり）

─── ─── ────
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持 分 住 所 氏 名

不 明 愛媛県松山市高砂町四丁目１００番地８ 重 藤 昌 子

不 明 愛媛県上浮穴郡久万町大字久万町４０２番地 門 田 秀 夫

不 明 愛媛県松山市紅葉町２番１７号 ライオンズガーデン松山紅葉町３０４号 山 内 千代子

不 明 愛媛県伊予郡砥部町大平５９５番地 長 田 弘 成

不 明 福岡県宗像市城西ヶ丘二丁目１５番地２２ 井 上 恵 子

不 明 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬１５６７番地の１０ ５－２０７号 林 秀 子

不 明 兵庫県神戸市須磨区南落合二丁目１番２３号 徳 本 克 昭

不 明 兵庫県神戸市須磨区南落合二丁目１番２３号 徳 本 好 子

不 明 埼玉県川口市上青木一丁目９番２４号 上 村 由美子

不 明 愛媛県松山市藤原一丁目３番１４号 林 銑十郎

不 明 香川県香川郡香川町大字浅野２２３３番地４４ 田 中 久美子

不 明 愛媛県温泉郡重信町大字志津川７１８番地の２ 菅 原 千鶴子

不 明 広島県広島市西区己斐大迫三丁目３９番２９号 渡 辺 弘 子

不 明 兵庫県西宮市甲子園三番町１０番１８－３１５号 金 子 登洋子

不 明 東京都中野区野方二丁目５３番１４号 古 野 チカヱ

不 明 兵庫県西宮市一里山町１１番２－４０５号 林 勝 行

不 明 福岡県福岡市南区長丘二丁目１８番３－１０２号 渋 野 英 明

不 明 愛媛県宇和島市佐伯町一丁目１番２５号 梁 田 小夜子

不 明 愛媛県松山市吉藤二丁目１９番２８号 澁 野 俊 郎

不 明 愛媛県宇和島市野川丙８８番地７の２ 山 下 洋 子

不 明 愛媛県松山市安城寺町１４６１番地１５ 澁 野 義 昭

不 明 愛媛県松山市久谷町甲２４３１番地 倉 瀬 ミ ツ

不 明 住所不明（ただし、住民票の住所 愛媛県松山市和泉５７７番地） 冨 岡 紀美夫

不 明 愛媛県松山市永木町一丁目６番地４ 白 形 桃 子

不 明 愛媛県松山市西石井六丁目１５番２１号 武 智 � 子

不 明 愛媛県松山市東石井町５７６番地 寿レジデンス１０３号 冨 岡 俊 一

不 明 愛媛県松山市山越二丁目７番２号 冨 岡 主 計

不 明 愛媛県松山市高砂町四丁目１００番地４ 貞 方 ヨシヱ
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不 明 愛媛県上浮穴郡久万町大字東明神甲１５１２番地 丸 山 勝 甫

不 明 愛媛県松山市久谷町２９４３番地 冨 岡 政 男

不 明 愛媛県伊予郡砥部町岩谷口２９５番地 中 村 竹 子

不 明 長崎県北松浦郡吉井町春明免２９９番地３ 大 西 キ ヌ

不 明 北海道三石郡三石町字旭町９１番地の２ 大 西 正 友

不 明 栃木県小山市三峯二丁目９番３２号 栗 山 宮 子

不 明 長崎県北松浦郡吉井町春明免２９９番地３ 松 永 ヨウ子

不 明 宮崎県宮崎市中村西二丁目２番４１号 松 田 信 義

不 明 大阪府大阪市淀川区三国本町二丁目７番２３号 大 西 � 廣

不 明 長崎県佐世保市針尾東町６１３番地３ 熊 本 一 恵

不 明 愛媛県松山市桑原一丁目４番６号 大 野 八重子

不 明 愛媛県上浮穴郡久万町大字東明神甲１３６０番地の２ 上 田 國 城

不 明 愛媛県上浮穴郡久万町大字上野尻甲６３番地の１ 大 上 トミ子

不 明 愛媛県西条市神拝甲２９１番地 三 浦 佐美江

不 明 愛媛県松山市中村四丁目６番３０号 隅 田 巖

不 明 愛媛県松山市中村四丁目３番４３号 松 友 省 三

不 明 愛媛県松山市中村四丁目３番４３号 松 友 敦 美

不 明 愛媛県松山市中村四丁目３番４３号 松 友 大 和

不 明 愛媛県北条市大浦７２９番地 長 野 俊 惠

不 明 愛媛県松山市中村四丁目２番１４号 御 中 英 夫

不 明 愛媛県松山市中村四丁目１３番３７号 冨 岡 和 枝

不 明 大阪府堺市東浅香山町二丁２５０番地 一 色 洋 子

不 明 愛媛県松山市中村五丁目１３番１２号 大 津 秀 子

不 明 愛媛県松山市中村五丁目１３番１２号 藤 田 れい子

不 明 愛媛県松山市中村四丁目２番１４号 御 中 賢 一

不 明 愛媛県松山市北藤原町１２番地４ 小 立 三惠子

不 明 京都府京都市中京区河原町通二条上る清水町３４１番地１１ グランクール河原町二条８１４号 相 原 良 直

不 明 東京都八王子市寺田町４３２番地 グリーンヒル寺田１２１－４ 篠 原 秀 行

不 明 愛媛県今治市常盤町八丁目１番１０号 相 原 昌 雄
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不 明 愛媛県松山市和泉３１８番地１ やまのりハイツ３０３号 伊 藤 由美子

不 明 東京都北区田端一丁目２２番５－２０３号 相 原 時 夫

不 明 愛媛県伊予郡砥部町川井１６３６番地１ 相 原 明 一

不 明 愛媛県松山市南梅本町１０４０番地 相 原 喜美子

不 明 徳島県徳島市八万町中津浦２２８番地の９ 相 原 忠 和

不 明 高知県高知市桜井町二丁目５番５号 西 村 幸 江

不 明 愛媛県松山市南梅本町１０４１番地９ 篠 原 ふみ子

不 明 福岡県北九州市小倉北区下到津五丁目８番２４－７１２号 木 原 香

不 明 神奈川県横浜市鶴見区岸谷三丁目１３番５－３１１号 岩 下 弘 子

不 明 愛媛県温泉郡重信町大字志津川６９５番地１ 清 水 智 宏

不 明 愛媛県温泉郡重信町大字志津川６７５番地 清 水 透

不 明 愛媛県松山市恵原町甲１５０５番地 宮 脇 民 惠

不 明 神奈川県大和市つきみ野一丁目４番地の９ 相 原 喜 明

不 明 愛媛県松山市北土居町１４番地の３ 富 山 ミチ子

不 明 愛媛県伊予郡砥部町大南１５８０番地 二ノ宮 チヨノ

不 明 愛媛県伊予郡砥部町大南１５４０番地 二ノ宮 五 月

不 明 福岡県中間市桜台一丁目１５番３１号 黒 岩 八重子

不 明 愛媛県松山市東石井町８０番地 石井団地４棟８２号 荒 田 アイ子

不 明 広島県安芸郡府中町八幡四丁目６番１７号 門 出 長 治

不 明 広島県安芸郡府中町八幡四丁目６番１７号 門 出 博 之

不 明 広島県安芸郡府中町八幡四丁目５番１０号 門 出 智 治

不 明 愛媛県伊予郡砥部町大南１６００番地 二ノ宮 富 嘉

不 明 愛媛県松山市東石井町６１２番地１ 宮 内 チユカ

不 明 愛媛県今治市松木１番地の２３ 二ノ宮 金 重

不 明 兵庫県宝塚市口谷東一丁目１０番８号 二ノ宮 國 廣

不 明 大阪府堺市引野町三丁１３４番地の３ 二ノ宮 秀 樹

不 明 奈良県大和郡山市今国府町６３６番地１（ただし、住民票の住所 奈良県大和郡山市小林町４０９番地の
３１） 藤 田 政 信

不 明 住所不明（ただし、住民票の住所 大阪府大阪市港区南市岡一丁目５番３号大城アパート） 藤 田 武 雄

不 明 愛媛県伊予郡松前町大字筒井１７２番地 藤 田 正 一

愛 媛 県 報平成１６年６月２２日 第１５６８号

６８０



��������������
�裁決手続開始の決定の公告
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４５条の２の規定により、平成１６年６月８日次のとおり裁決手続開始の決定をしたの

で公告する。

平成１６年６月２２日

愛媛県収用委員会

会長 矢 野 隆 三

１ 起業者の名称

国土交通大臣

２ 事業の種類

一般国道３３号改築工事（三坂道路・愛媛県上浮穴郡久万町大字東明神地内から同県松山市久谷町地内まで）並びにこれに

伴う市道及び町道付替工事並びにこれらに伴う附帯工事

３ 収用の裁決手続の開始を決定した不動産の表示等

（別記）

不 明 愛媛県松山市和泉北一丁目８番４８号 江口アパート３号 藤 田 一 夫

不 明 愛媛県伊予郡砥部町高尾田３２３番地 県営団地２７棟２２７号 原 岡 洋 子

不 明 愛媛県伊予郡砥部町岩谷口２０３番地 和 田 ウタ子

不 明 愛媛県松山市久谷町２６２４番地 冨 岡 鶴 吉

不 明 愛媛県松山市中村四丁目１３番３７号 冨 岡 義 正

不 明 愛媛県伊予郡砥部町北川毛８３８番地 仙 場 秋 子

不 明 香川県東かがわ市三本松１３２８番地１０ 山 本 千惠香

不 明 愛媛県松山市久保田町１０６番地１３，１４ 冨 岡 春 市

不 動 産 （ 土 地 ） の 表 示 等
土 地 所 有 者

住 所 氏 名

所 有 権 以 外 の

権 利 の 表 示
関 係 人

住 所 氏 名所 在 地 番
地 目 面 積

公 簿現 況 公 簿
��

実 測
��

収用しようとす
る土地の実測��

受付年月日
受 付 番 号 種 類

愛媛県松山
市久谷町

乙４７１番１
又は
乙４７１番２
又は
乙４６９番
の全部
又は一部

山林
又は
畑
又は
山林

山林

１，０５７
又は
４２９
又は
２，６９４

不 明 ３６．６４

不明
ただし、
愛媛県松山市朝生田町一丁目１４番３９号
第７０杉フラット５０７号
平松 久則（持分１０分の５）
愛媛県松山市衣山二丁目８番１８号
タガミコーポ３０２号
上田 栄子（持分１０分の４）
愛媛県松山市朝生田町一丁目１４番３９号
第７０杉フラット５０７号
片岡 正男（持分１０分の１）

又は、
不明
ただし、土地登記簿名義人亡西岡善吉
相続人（ただし、判明している相続人
は別記のとおり）
又は、
愛媛県伊予郡砥部町原町２６１番地
中田 豊（持分２分の１）
愛媛県松山市天山一丁目１番３２号
中田 鶴喜（持分２分の１）

──── ──── ──────

持 分 住 所 氏 名

不 明 愛媛県松山市高砂町四丁目１００番地８ 重 藤 昌 子

不 明 愛媛県上浮穴郡久万町大字久万町４０２番地 門 田 秀 夫

不 明 愛媛県松山市紅葉町２番１７号 ライオンズガーデン松山紅葉町３０４号 山 内 千代子

不 明 愛媛県伊予郡砥部町大平５９５番地 長 田 弘 成
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不 明 福岡県宗像市城西ヶ丘二丁目１５番地２２ 井 上 恵 子

不 明 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬１５６７番地の１０ ５－２０７号 林 秀 子

不 明 兵庫県神戸市須磨区南落合二丁目１番２３号 徳 本 克 昭

不 明 兵庫県神戸市須磨区南落合二丁目１番２３号 徳 本 好 子

不 明 埼玉県川口市上青木一丁目９番２４号 上 村 由美子

不 明 愛媛県松山市藤原一丁目３番１４号 林 銑十郎

不 明 香川県香川郡香川町大字浅野２２３３番地４４ 田 中 久美子

不 明 愛媛県温泉郡重信町大字志津川７１８番地の２ 菅 原 千鶴子

不 明 広島県広島市西区己斐大迫三丁目３９番２９号 渡 辺 弘 子

不 明 兵庫県西宮市甲子園三番町１０番１８－３１５号 金 子 登洋子

不 明 東京都中野区野方二丁目５３番１４号 古 野 チカヱ

不 明 兵庫県西宮市一里山町１１番２－４０５号 林 勝 行

不 明 福岡県福岡市南区長丘二丁目１８番３－１０２号 渋 野 英 明

不 明 愛媛県宇和島市佐伯町一丁目１番２５号 梁 田 小夜子

不 明 愛媛県松山市吉藤二丁目１９番２８号 澁 野 俊 郎

不 明 愛媛県宇和島市野川丙８８番地７の２ 山 下 洋 子

不 明 愛媛県松山市安城寺町１４６１番地１５ 澁 野 義 昭

不 明 愛媛県松山市久谷町甲２４３１番地 倉 瀬 ミ ツ

不 明 住所不明（ただし、住民票の住所 愛媛県松山市和泉５７７番地） 冨 岡 紀美夫

不 明 愛媛県松山市永木町一丁目６番地４ 白 形 桃 子

不 明 愛媛県松山市西石井六丁目１５番２１号 武 智 � 子

不 明 愛媛県松山市東石井町５７６番地 寿レジデンス１０３号 冨 岡 俊 一

不 明 愛媛県松山市山越二丁目７番２号 冨 岡 主 計

不 明 愛媛県松山市高砂町四丁目１００番地４ 貞 方 ヨシヱ

不 明 愛媛県上浮穴郡久万町大字東明神甲１５１２番地 丸 山 勝 甫

不 明 愛媛県松山市久谷町２９４３番地 冨 岡 政 男

不 明 愛媛県伊予郡砥部町岩谷口２９５番地 中 村 竹 子

不 明 長崎県北松浦郡吉井町春明免２９９番地３ 大 西 キ ヌ

不 明 北海道三石郡三石町字旭町９１番地の２ 大 西 正 友
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不 明 栃木県小山市三峯二丁目９番３２号 栗 山 宮 子

不 明 長崎県北松浦郡吉井町春明免２９９番地３ 松 永 ヨウ子

不 明 宮崎県宮崎市中村西二丁目２番４１号 松 田 信 義

不 明 大阪府大阪市淀川区三国本町二丁目７番２３号 大 西 � 廣

不 明 長崎県佐世保市針尾東町６１３番地３ 熊 本 一 恵

不 明 愛媛県松山市桑原一丁目４番６号 大 野 八重子

不 明 愛媛県上浮穴郡久万町大字東明神甲１３６０番地の２ 上 田 國 城

不 明 愛媛県上浮穴郡久万町大字上野尻甲６３番地の１ 大 上 トミ子

不 明 愛媛県西条市神拝甲２９１番地 三 浦 佐美江

不 明 愛媛県松山市中村四丁目６番３０号 隅 田 巖

不 明 愛媛県松山市中村四丁目３番４３号 松 友 省 三

不 明 愛媛県松山市中村四丁目３番４３号 松 友 敦 美

不 明 愛媛県松山市中村四丁目３番４３号 松 友 大 和

不 明 愛媛県北条市大浦７２９番地 長 野 俊 惠

不 明 愛媛県松山市中村四丁目２番１４号 御 中 英 夫

不 明 愛媛県松山市中村四丁目１３番３７号 冨 岡 和 枝

不 明 大阪府堺市東浅香山町二丁２５０番地 一 色 洋 子

不 明 愛媛県松山市中村五丁目１３番１２号 大 津 秀 子

不 明 愛媛県松山市中村五丁目１３番１２号 藤 田 れい子

不 明 愛媛県松山市中村四丁目２番１４号 御 中 賢 一

不 明 愛媛県松山市北藤原町１２番地４ 小 立 三惠子

不 明 京都府京都市中京区河原町通二条上る清水町３４１番地１１ グランクール河原町二条８１４号 相 原 良 直

不 明 東京都八王子市寺田町４３２番地 グリーンヒル寺田１２１－４ 篠 原 秀 行

不 明 愛媛県今治市常盤町八丁目１番１０号 相 原 昌 雄

不 明 愛媛県松山市和泉３１８番地１ やまのりハイツ３０３号 伊 藤 由美子

不 明 東京都北区田端一丁目２２番５－２０３号 相 原 時 夫

不 明 愛媛県伊予郡砥部町川井１６３６番地１ 相 原 明 一

不 明 愛媛県松山市南梅本町１０４０番地 相 原 喜美子

不 明 徳島県徳島市八万町中津浦２２８番地の９ 相 原 忠 和
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不 明 高知県高知市桜井町二丁目５番５号 西 村 幸 江

不 明 愛媛県松山市南梅本町１０４１番地９ 篠 原 ふみ子

不 明 福岡県北九州市小倉北区下到津五丁目８番２４－７１２号 木 原 香

不 明 神奈川県横浜市鶴見区岸谷三丁目１３番５－３１１号 岩 下 弘 子

不 明 愛媛県温泉郡重信町大字志津川６９５番地１ 清 水 智 宏

不 明 愛媛県温泉郡重信町大字志津川６７５番地 清 水 透

不 明 愛媛県松山市恵原町甲１５０５番地 宮 脇 民 惠

不 明 神奈川県大和市つきみ野一丁目４番地の９ 相 原 喜 明

不 明 愛媛県松山市北土居町１４番地の３ 富 山 ミチ子

不 明 愛媛県伊予郡砥部町大南１５８０番地 二ノ宮 チヨノ

不 明 愛媛県伊予郡砥部町大南１５４０番地 二ノ宮 五 月

不 明 福岡県中間市桜台一丁目１５番３１号 黒 岩 八重子

不 明 愛媛県松山市東石井町８０番地 石井団地４棟８２号 荒 田 アイ子

不 明 広島県安芸郡府中町八幡四丁目６番１７号 門 出 長 治

不 明 広島県安芸郡府中町八幡四丁目６番１７号 門 出 博 之

不 明 広島県安芸郡府中町八幡四丁目５番１０号 門 出 智 治

不 明 愛媛県伊予郡砥部町大南１６００番地 二ノ宮 富 嘉

不 明 愛媛県松山市東石井町６１２番地１ 宮 内 チユカ

不 明 愛媛県今治市松木１番地の２３ 二ノ宮 金 重

不 明 兵庫県宝塚市口谷東一丁目１０番８号 二ノ宮 國 廣

不 明 大阪府堺市引野町三丁１３４番地の３ 二ノ宮 秀 樹

不 明 奈良県大和郡山市今国府町６３６番地１（ただし、住民票の住所 奈良県大和郡山市小林町４０９番地の
３１） 藤 田 政 信

不 明 住所不明（ただし、住民票の住所 大阪府大阪市港区南市岡一丁目５番３号大城アパート） 藤 田 武 雄

不 明 愛媛県伊予郡松前町大字筒井１７２番地 藤 田 正 一

不 明 愛媛県松山市和泉北一丁目８番４８号 江口アパート３号 藤 田 一 夫

不 明 愛媛県伊予郡砥部町高尾田３２３番地 県営団地２７棟２２７号 原 岡 洋 子

不 明 愛媛県伊予郡砥部町岩谷口２０３番地 和 田 ウタ子

不 明 愛媛県松山市久谷町２６２４番地 冨 岡 鶴 吉

不 明 愛媛県松山市中村四丁目１３番３７号 冨 岡 義 正
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�裁決手続開始の決定の公告
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４５条の２の規定により、平成１６年６月８日次のとおり裁決手続開始の決定をしたの

で公告する。

平成１６年６月２２日

愛媛県収用委員会

会長 矢 野 隆 三

１ 起業者の名称

国土交通大臣

２ 事業の種類

一般国道３３号改築工事（三坂道路・愛媛県上浮穴郡久万町大字東明神地内から同県松山市久谷町地内まで）並びにこれに

伴う市道及び町道付替工事並びにこれらに伴う附帯工事

３ 収用の裁決手続の開始を決定した不動産の表示等

（別記）

不 明 愛媛県伊予郡砥部町北川毛８３８番地 仙 場 秋 子

不 明 香川県東かがわ市三本松１３２８番地１０ 山 本 千惠香

不 明 愛媛県松山市久保田町１０６番地１３，１４ 冨 岡 春 市

不 動 産 （ 土 地 ） の 表 示 等
土 地 所 有 者

住 所 氏 名

所 有 権 以 外 の

権 利 の 表 示
関 係 人

住 所 氏 名所 在 地 番
地 目 面 積

公 簿現 況 公 簿
��

実 測
��

収用しようとす
る土地の実測��

受付年月日
受 付 番 号 種 類

愛媛県松山
市久谷町

乙４７１番１
又は
乙４７１番２
又は
乙４７２番
の全部
又は一部

山林
又は
畑
又は
山林

山林

１，０５７
又は
４２９
又は
７４３

不 明 ２３．６３

不明
ただし、
愛媛県松山市朝生田町一丁目１４番３９号
第７０杉フラット５０７号
平松 久則（持分１０分の５）
愛媛県松山市衣山二丁目８番１８号
タガミコーポ３０２号
上田 栄子（持分１０分の４）
愛媛県松山市朝生田町一丁目１４番３９号
第７０杉フラット５０７号
片岡 正男（持分１０分の１）

又は、
不明
ただし、土地登記簿名義人亡西岡善吉
相続人（ただし、判明している相続人
は別記のとおり）
又は、
愛媛県松山市井門町３７６番地
新崎 修

──── ──── ──────

持 分 住 所 氏 名

不 明 愛媛県松山市高砂町四丁目１００番地８ 重 藤 昌 子

不 明 愛媛県上浮穴郡久万町大字久万町４０２番地 門 田 秀 夫

不 明 愛媛県松山市紅葉町２番１７号 ライオンズガーデン松山紅葉町３０４号 山 内 千代子

不 明 愛媛県伊予郡砥部町大平５９５番地 長 田 弘 成

不 明 福岡県宗像市城西ヶ丘二丁目１５番地２２ 井 上 恵 子

不 明 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬１５６７番地の１０ ５－２０７号 林 秀 子

不 明 兵庫県神戸市須磨区南落合二丁目１番２３号 徳 本 克 昭

不 明 兵庫県神戸市須磨区南落合二丁目１番２３号 徳 本 好 子

不 明 埼玉県川口市上青木一丁目９番２４号 上 村 由美子
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不 明 愛媛県松山市藤原一丁目３番１４号 林 銑十郎

不 明 香川県香川郡香川町大字浅野２２３３番地４４ 田 中 久美子

不 明 愛媛県温泉郡重信町大字志津川７１８番地の２ 菅 原 千鶴子

不 明 広島県広島市西区己斐大迫三丁目３９番２９号 渡 辺 弘 子

不 明 兵庫県西宮市甲子園三番町１０番１８－３１５号 金 子 登洋子

不 明 東京都中野区野方二丁目５３番１４号 古 野 チカヱ

不 明 兵庫県西宮市一里山町１１番２－４０５号 林 勝 行

不 明 福岡県福岡市南区長丘二丁目１８番３－１０２号 渋 野 英 明

不 明 愛媛県宇和島市佐伯町一丁目１番２５号 梁 田 小夜子

不 明 愛媛県松山市吉藤二丁目１９番２８号 澁 野 俊 郎

不 明 愛媛県宇和島市野川丙８８番地７の２ 山 下 洋 子

不 明 愛媛県松山市安城寺町１４６１番地１５ 澁 野 義 昭

不 明 愛媛県松山市久谷町甲２４３１番地 倉 瀬 ミ ツ

不 明 住所不明（ただし、住民票の住所 愛媛県松山市和泉５７７番地） 冨 岡 紀美夫

不 明 愛媛県松山市永木町一丁目６番地４ 白 形 桃 子

不 明 愛媛県松山市西石井六丁目１５番２１号 武 智 � 子

不 明 愛媛県松山市東石井町５７６番地 寿レジデンス１０３号 冨 岡 俊 一

不 明 愛媛県松山市山越二丁目７番２号 冨 岡 主 計

不 明 愛媛県松山市高砂町四丁目１００番地４ 貞 方 ヨシヱ

不 明 愛媛県上浮穴郡久万町大字東明神甲１５１２番地 丸 山 勝 甫

不 明 愛媛県松山市久谷町２９４３番地 冨 岡 政 男

不 明 愛媛県伊予郡砥部町岩谷口２９５番地 中 村 竹 子

不 明 長崎県北松浦郡吉井町春明免２９９番地３ 大 西 キ ヌ

不 明 北海道三石郡三石町字旭町９１番地の２ 大 西 正 友

不 明 栃木県小山市三峯二丁目９番３２号 栗 山 宮 子

不 明 長崎県北松浦郡吉井町春明免２９９番地３ 松 永 ヨウ子

不 明 宮崎県宮崎市中村西二丁目２番４１号 松 田 信 義

不 明 大阪府大阪市淀川区三国本町二丁目７番２３号 大 西 � 廣

不 明 長崎県佐世保市針尾東町６１３番地３ 熊 本 一 恵
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不 明 愛媛県松山市桑原一丁目４番６号 大 野 八重子

不 明 愛媛県上浮穴郡久万町大字東明神甲１３６０番地の２ 上 田 國 城

不 明 愛媛県上浮穴郡久万町大字上野尻甲６３番地の１ 大 上 トミ子

不 明 愛媛県西条市神拝甲２９１番地 三 浦 佐美江

不 明 愛媛県松山市中村四丁目６番３０号 隅 田 巖

不 明 愛媛県松山市中村四丁目３番４３号 松 友 省 三

不 明 愛媛県松山市中村四丁目３番４３号 松 友 敦 美

不 明 愛媛県松山市中村四丁目３番４３号 松 友 大 和

不 明 愛媛県北条市大浦７２９番地 長 野 俊 惠

不 明 愛媛県松山市中村四丁目２番１４号 御 中 英 夫

不 明 愛媛県松山市中村四丁目１３番３７号 冨 岡 和 枝

不 明 大阪府堺市東浅香山町二丁２５０番地 一 色 洋 子

不 明 愛媛県松山市中村五丁目１３番１２号 大 津 秀 子

不 明 愛媛県松山市中村五丁目１３番１２号 藤 田 れい子

不 明 愛媛県松山市中村四丁目２番１４号 御 中 賢 一

不 明 愛媛県松山市北藤原町１２番地４ 小 立 三惠子

不 明 京都府京都市中京区河原町通二条上る清水町３４１番地１１ グランクール河原町二条８１４号 相 原 良 直

不 明 東京都八王子市寺田町４３２番地 グリーンヒル寺田１２１－４ 篠 原 秀 行

不 明 愛媛県今治市常盤町八丁目１番１０号 相 原 昌 雄

不 明 愛媛県松山市和泉３１８番地１ やまのりハイツ３０３号 伊 藤 由美子

不 明 東京都北区田端一丁目２２番５－２０３号 相 原 時 夫

不 明 愛媛県伊予郡砥部町川井１６３６番地１ 相 原 明 一

不 明 愛媛県松山市南梅本町１０４０番地 相 原 喜美子

不 明 徳島県徳島市八万町中津浦２２８番地の９ 相 原 忠 和

不 明 高知県高知市桜井町二丁目５番５号 西 村 幸 江

不 明 愛媛県松山市南梅本町１０４１番地９ 篠 原 ふみ子

不 明 福岡県北九州市小倉北区下到津五丁目８番２４－７１２号 木 原 香

不 明 神奈川県横浜市鶴見区岸谷三丁目１３番５－３１１号 岩 下 弘 子

不 明 愛媛県温泉郡重信町大字志津川６９５番地１ 清 水 智 宏

愛 媛 県 報平成１６年６月２２日 第１５６８号

６８７



��������������
�裁決手続開始の決定の公告
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４５条の２の規定により、平成１６年６月８日次のとおり裁決手続開始の決定をしたの

で公告する。

不 明 愛媛県温泉郡重信町大字志津川６７５番地 清 水 透

不 明 愛媛県松山市恵原町甲１５０５番地 宮 脇 民 惠

不 明 神奈川県大和市つきみ野一丁目４番地の９ 相 原 喜 明

不 明 愛媛県松山市北土居町１４番地の３ 富 山 ミチ子

不 明 愛媛県伊予郡砥部町大南１５８０番地 二ノ宮 チヨノ

不 明 愛媛県伊予郡砥部町大南１５４０番地 二ノ宮 五 月

不 明 福岡県中間市桜台一丁目１５番３１号 黒 岩 八重子

不 明 愛媛県松山市東石井町８０番地 石井団地４棟８２号 荒 田 アイ子

不 明 広島県安芸郡府中町八幡四丁目６番１７号 門 出 長 治

不 明 広島県安芸郡府中町八幡四丁目６番１７号 門 出 博 之

不 明 広島県安芸郡府中町八幡四丁目５番１０号 門 出 智 治

不 明 愛媛県伊予郡砥部町大南１６００番地 二ノ宮 富 嘉

不 明 愛媛県松山市東石井町６１２番地１ 宮 内 チユカ

不 明 愛媛県今治市松木１番地の２３ 二ノ宮 金 重

不 明 兵庫県宝塚市口谷東一丁目１０番８号 二ノ宮 國 廣

不 明 大阪府堺市引野町三丁１３４番地の３ 二ノ宮 秀 樹

不 明 奈良県大和郡山市今国府町６３６番地１（ただし、住民票の住所 奈良県大和郡山市小林町４０９番地の
３１） 藤 田 政 信

不 明 住所不明（ただし、住民票の住所 大阪府大阪市港区南市岡一丁目５番３号大城アパート） 藤 田 武 雄

不 明 愛媛県伊予郡松前町大字筒井１７２番地 藤 田 正 一

不 明 愛媛県松山市和泉北一丁目８番４８号 江口アパート３号 藤 田 一 夫

不 明 愛媛県伊予郡砥部町高尾田３２３番地 県営団地２７棟２２７号 原 岡 洋 子

不 明 愛媛県伊予郡砥部町岩谷口２０３番地 和 田 ウタ子

不 明 愛媛県松山市久谷町２６２４番地 冨 岡 鶴 吉

不 明 愛媛県松山市中村四丁目１３番３７号 冨 岡 義 正

不 明 愛媛県伊予郡砥部町北川毛８３８番地 仙 場 秋 子

不 明 香川県東かがわ市三本松１３２８番地１０ 山 本 千惠香

不 明 愛媛県松山市久保田町１０６番地１３，１４ 冨 岡 春 市
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平成１６年６月２２日

愛媛県収用委員会

会長 矢 野 隆 三

１ 起業者の名称

国土交通大臣

２ 事業の種類

一般国道３３号改築工事（三坂道路・愛媛県上浮穴郡久万町大字東明神地内から同県松山市久谷町地内まで）並びにこれに

伴う市道及び町道付替工事並びにこれらに伴う附帯工事

３ 収用及び使用の裁決手続の開始を決定した不動産の表示等

（別記）

収用使用

の区分

不 動 産 （ 土 地 ） の 表 示 等
土 地 所 有 者

住 所 氏 名

所 有 権 以 外 の
権 利 の 表 示 関 係 人

住 所 氏 名所 在 地 番
地 目 面 積

公 簿 現 況 公 簿
��

実 測
��

収用及び使用しよう
とする土地の実測��

受付年月日
受 付 番 号 種 類

収 用
愛媛県松
山市久谷
町

乙４７１番１
又は
乙４７１番２
又は
甲２９３８番２
の全部
又は一部

山林
又は
畑
又は
畑

山林

１，０５７
又は
４２９
又は
６５１

不 明 ２．１９

不明
ただし、
愛媛県松山市朝生田町一丁目１４番３９号
第７０杉フラット５０７号
平松 久則（持分１０分の５）

愛媛県松山市衣山二丁目８番１８号
タガミコーポ３０２号
上田 栄子（持分１０分の４）

愛媛県松山市朝生田町一丁目１４番３９号
第７０杉フラット５０７号
片岡 正男（持分１０分の１）

又は、
不明
ただし、土地登記簿名義人亡西岡善吉
相続人（ただし、判明している相続人
は別記のとおり）

又は、
愛媛県松山市久谷町２９４１番地
大西 �雄

─── ─── ────

使 用
愛媛県松
山市久谷
町

乙４７１番１
又は
乙４７１番２
又は
甲２９３８番２
の全部
又は一部

山林
又は
畑
又は
畑

山林

１，０５７
又は
４２９
又は
６５１

不 明 ２．８７

不明
ただし、
愛媛県松山市朝生田町一丁目１４番３９号
第７０杉フラット５０７号
平松 久則（持分１０分の５）

愛媛県松山市衣山二丁目８番１８号
タガミコーポ３０２号
上田 栄子（持分１０分の４）

愛媛県松山市朝生田町一丁目１４番３９号
第７０杉フラット５０７号
片岡 正男（持分１０分の１）

又は、
不明
ただし、土地登記簿名義人亡西岡善吉
相続人（ただし、判明している相続人
は別記のとおり）

又は、
愛媛県松山市久谷町２９４１番地
大西 �雄

─── ─── ────

持 分 住 所 氏 名

不 明 愛媛県松山市高砂町四丁目１００番地８ 重 藤 昌 子

不 明 愛媛県上浮穴郡久万町大字久万町４０２番地 門 田 秀 夫

不 明 愛媛県松山市紅葉町２番１７号 ライオンズガーデン松山紅葉町３０４号 山 内 千代子

不 明 愛媛県伊予郡砥部町大平５９５番地 長 田 弘 成

不 明 福岡県宗像市城西ヶ丘二丁目１５番地２２ 井 上 恵 子

不 明 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬１５６７番地の１０ ５－２０７号 林 秀 子

不 明 兵庫県神戸市須磨区南落合二丁目１番２３号 徳 本 克 昭

不 明 兵庫県神戸市須磨区南落合二丁目１番２３号 徳 本 好 子

不 明 埼玉県川口市上青木一丁目９番２４号 上 村 由美子
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不 明 愛媛県松山市藤原一丁目３番１４号 林 銑十郎

不 明 香川県香川郡香川町大字浅野２２３３番地４４ 田 中 久美子

不 明 愛媛県温泉郡重信町大字志津川７１８番地の２ 菅 原 千鶴子

不 明 広島県広島市西区己斐大迫三丁目３９番２９号 渡 辺 弘 子

不 明 兵庫県西宮市甲子園三番町１０番１８－３１５号 金 子 登洋子

不 明 東京都中野区野方二丁目５３番１４号 古 野 チカヱ

不 明 兵庫県西宮市一里山町１１番２－４０５号 林 勝 行

不 明 福岡県福岡市南区長丘二丁目１８番３－１０２号 渋 野 英 明

不 明 愛媛県宇和島市佐伯町一丁目１番２５号 梁 田 小夜子

不 明 愛媛県松山市吉藤二丁目１９番２８号 澁 野 俊 郎

不 明 愛媛県宇和島市野川丙８８番地７の２ 山 下 洋 子

不 明 愛媛県松山市安城寺町１４６１番地１５ 澁 野 義 昭

不 明 愛媛県松山市久谷町甲２４３１番地 倉 瀬 ミ ツ

不 明 住所不明（ただし、住民票の住所 愛媛県松山市和泉５７７番地） 冨 岡 紀美夫

不 明 愛媛県松山市永木町一丁目６番地４ 白 形 桃 子

不 明 愛媛県松山市西石井六丁目１５番２１号 武 智 � 子

不 明 愛媛県松山市東石井町５７６番地 寿レジデンス１０３号 冨 岡 俊 一

不 明 愛媛県松山市山越二丁目７番２号 冨 岡 主 計

不 明 愛媛県松山市高砂町四丁目１００番地４ 貞 方 ヨシヱ

不 明 愛媛県上浮穴郡久万町大字東明神甲１５１２番地 丸 山 勝 甫

不 明 愛媛県松山市久谷町２９４３番地 冨 岡 政 男

不 明 愛媛県伊予郡砥部町岩谷口２９５番地 中 村 竹 子

不 明 長崎県北松浦郡吉井町春明免２９９番地３ 大 西 キ ヌ

不 明 北海道三石郡三石町字旭町９１番地の２ 大 西 正 友

不 明 栃木県小山市三峯二丁目９番３２号 栗 山 宮 子

不 明 長崎県北松浦郡吉井町春明免２９９番地３ 松 永 ヨウ子

不 明 宮崎県宮崎市中村西二丁目２番４１号 松 田 信 義

不 明 大阪府大阪市淀川区三国本町二丁目７番２３号 大 西 � 廣

不 明 長崎県佐世保市針尾東町６１３番地３ 熊 本 一 恵
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不 明 愛媛県松山市桑原一丁目４番６号 大 野 八重子

不 明 愛媛県上浮穴郡久万町大字東明神甲１３６０番地の２ 上 田 國 城

不 明 愛媛県上浮穴郡久万町大字上野尻甲６３番地の１ 大 上 トミ子

不 明 愛媛県西条市神拝甲２９１番地 三 浦 佐美江

不 明 愛媛県松山市中村四丁目６番３０号 隅 田 巖

不 明 愛媛県松山市中村四丁目３番４３号 松 友 省 三

不 明 愛媛県松山市中村四丁目３番４３号 松 友 敦 美

不 明 愛媛県松山市中村四丁目３番４３号 松 友 大 和

不 明 愛媛県北条市大浦７２９番地 長 野 俊 惠

不 明 愛媛県松山市中村四丁目２番１４号 御 中 英 夫

不 明 愛媛県松山市中村四丁目１３番３７号 冨 岡 和 枝

不 明 大阪府堺市東浅香山町二丁２５０番地 一 色 洋 子

不 明 愛媛県松山市中村五丁目１３番１２号 大 津 秀 子

不 明 愛媛県松山市中村五丁目１３番１２号 藤 田 れい子

不 明 愛媛県松山市中村四丁目２番１４号 御 中 賢 一

不 明 愛媛県松山市北藤原町１２番地４ 小 立 三惠子

不 明 京都府京都市中京区河原町通二条上る清水町３４１番地１１ グランクール河原町二条８１４号 相 原 良 直

不 明 東京都八王子市寺田町４３２番地 グリーンヒル寺田１２１－４ 篠 原 秀 行

不 明 愛媛県今治市常盤町八丁目１番１０号 相 原 昌 雄

不 明 愛媛県松山市和泉３１８番地１ やまのりハイツ３０３号 伊 藤 由美子

不 明 東京都北区田端一丁目２２番５－２０３号 相 原 時 夫

不 明 愛媛県伊予郡砥部町川井１６３６番地１ 相 原 明 一

不 明 愛媛県松山市南梅本町１０４０番地 相 原 喜美子

不 明 徳島県徳島市八万町中津浦２２８番地の９ 相 原 忠 和

不 明 高知県高知市桜井町二丁目５番５号 西 村 幸 江

不 明 愛媛県松山市南梅本町１０４１番地９ 篠 原 ふみ子

不 明 福岡県北九州市小倉北区下到津五丁目８番２４－７１２号 木 原 香

不 明 神奈川県横浜市鶴見区岸谷三丁目１３番５－３１１号 岩 下 弘 子

不 明 愛媛県温泉郡重信町大字志津川６９５番地１ 清 水 智 宏
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�裁決手続開始の決定の公告
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４５条の２の規定により、平成１６年６月８日次のとおり裁決手続開始の決定をしたの

で公告する。

不 明 愛媛県温泉郡重信町大字志津川６７５番地 清 水 透

不 明 愛媛県松山市恵原町甲１５０５番地 宮 脇 民 惠

不 明 神奈川県大和市つきみ野一丁目４番地の９ 相 原 喜 明

不 明 愛媛県松山市北土居町１４番地の３ 富 山 ミチ子

不 明 愛媛県伊予郡砥部町大南１５８０番地 二ノ宮 チヨノ

不 明 愛媛県伊予郡砥部町大南１５４０番地 二ノ宮 五 月

不 明 福岡県中間市桜台一丁目１５番３１号 黒 岩 八重子

不 明 愛媛県松山市東石井町８０番地 石井団地４棟８２号 荒 田 アイ子

不 明 広島県安芸郡府中町八幡四丁目６番１７号 門 出 長 治

不 明 広島県安芸郡府中町八幡四丁目６番１７号 門 出 博 之

不 明 広島県安芸郡府中町八幡四丁目５番１０号 門 出 智 治

不 明 愛媛県伊予郡砥部町大南１６００番地 二ノ宮 富 嘉

不 明 愛媛県松山市東石井町６１２番地１ 宮 内 チユカ

不 明 愛媛県今治市松木１番地の２３ 二ノ宮 金 重

不 明 兵庫県宝塚市口谷東一丁目１０番８号 二ノ宮 國 廣

不 明 大阪府堺市引野町三丁１３４番地の３ 二ノ宮 秀 樹

不 明 奈良県大和郡山市今国府町６３６番地１（ただし、住民票の住所 奈良県大和郡山市小林町４０９番地の
３１） 藤 田 政 信

不 明 住所不明（ただし、住民票の住所 大阪府大阪市港区南市岡一丁目５番３号大城アパート） 藤 田 武 雄

不 明 愛媛県伊予郡松前町大字筒井１７２番地 藤 田 正 一

不 明 愛媛県松山市和泉北一丁目８番４８号 江口アパート３号 藤 田 一 夫

不 明 愛媛県伊予郡砥部町高尾田３２３番地 県営団地２７棟２２７号 原 岡 洋 子

不 明 愛媛県伊予郡砥部町岩谷口２０３番地 和 田 ウタ子

不 明 愛媛県松山市久谷町２６２４番地 冨 岡 鶴 吉

不 明 愛媛県松山市中村四丁目１３番３７号 冨 岡 義 正

不 明 愛媛県伊予郡砥部町北川毛８３８番地 仙 場 秋 子

不 明 香川県東かがわ市三本松１３２８番地１０ 山 本 千惠香

不 明 愛媛県松山市久保田町１０６番地１３，１４ 冨 岡 春 市
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平成１６年６月２２日

愛媛県収用委員会

会長 矢 野 隆 三

１ 起業者の名称

国土交通大臣

２ 事業の種類

一般国道３３号改築工事（三坂道路・愛媛県上浮穴郡久万町大字東明神地内から同県松山市久谷町地内まで）並びにこれに

伴う市道及び町道付替工事並びにこれらに伴う附帯工事

３ 収用の裁決手続の開始を決定した不動産の表示等

�裁決手続開始の決定の公告
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４５条の２の規定により、平成１６年６月８日次のとおり裁決手続開始の決定をしたの

で公告する。

平成１６年６月２２日

愛媛県収用委員会

会長 矢 野 隆 三

１ 起業者の名称

国土交通大臣

２ 事業の種類

一般国道３３号改築工事（三坂道路・愛媛県上浮穴郡久万町大字東明神地内から同県松山市久谷町地内まで）並びにこれに

伴う市道及び町道付替工事並びにこれらに伴う附帯工事

３ 収用の裁決手続の開始を決定した不動産の表示等

�裁決手続開始の決定の公告
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４５条の２の規定により、平成１６年６月８日次のとおり裁決手続開始の決定をしたの

で公告する。

平成１６年６月２２日

愛媛県収用委員会

会長 矢 野 隆 三

１ 起業者の名称

国土交通大臣

２ 事業の種類

一般国道３３号改築工事（三坂道路・愛媛県上浮穴郡久万町大字東明神地内から同県松山市久谷町地内まで）並びにこれに

伴う市道及び町道付替工事並びにこれらに伴う附帯工事

３ 収用及び使用の裁決手続の開始を決定した不動産の表示等

不 動 産 （ 土 地 ） の 表 示 等
土 地 所 有 者

住 所 氏 名

所 有 権 以 外 の

権 利 の 表 示
関 係 人

住 所 氏 名所 在 地 番
地 目 面 積

公 簿現 況 公 簿
��

実 測
��

収用しようとす
る土地の実測��

受付年月日
受 付 番 号 種 類

愛媛県松山
市久谷町 乙４６９番 山林 山林 ２，６９４ 不 明 １６２．１２

愛媛県伊予郡砥部町原町２６１番地
中田 豊（持分２分の１）
愛媛県松山市天山一丁目１番３２号
中田 鶴喜（持分２分の１）

──── ──── ──────

不 動 産 （ 土 地 ） の 表 示 等
土 地 所 有 者

住 所 氏 名

所 有 権 以 外 の

権 利 の 表 示
関 係 人

住 所 氏 名所 在 地 番
地 目 面 積

公 簿現 況 公 簿
��

実 測
��

収用しようとす
る土地の実測��

受付年月日
受 付 番 号 種 類

愛媛県松山
市久谷町 乙４７２番 山林 山林 ７４３ 不 明 １，５９４．１６ 愛媛県松山市井門町３７６番地新崎 修 ──── ──── ──────

収用使用

の区分

不 動 産 （ 土 地 ） の 表 示 等
土 地 所 有 者

住 所 氏 名

所 有 権 以 外 の
権 利 の 表 示 関 係 人

住 所 氏 名所 在 地 番
地 目 面 積

公 簿 現 況 公 簿
��

実 測
��

収用及び使用しよう
とする土地の実測��

受付年月日
受 付 番 号 種 類

収 用
愛媛県松
山市久谷
町

甲２９３８番２ 畑 山林 ６５１ 不 明 １１９．４４ 愛媛県松山市久谷町２９４１番地大西 �雄 ─── ─── ────
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使 用
愛媛県松
山市久谷
町

甲２９３８番２ 畑 山林 ６５１ 不 明 ４４．１７ 愛媛県松山市久谷町２９４１番地大西 �雄 ─── ─── ────

平成１６年６月２２日 印刷
平成１６年６月２２日 発行
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